
⼩学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取
得⽀援のための新たな助成⾦を創設しまし
た

 新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌策として、⼩学校等が臨時休業した場合等に、その⼩学校等に通う⼦の
保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇⽤・⾮正規雇⽤を問わず、有給の休暇
（年次有給休暇を除く。）を取得させた企業に対する助成⾦を創設しました。（助成⾦の⽀給要領、申請様式
や具体的な申請⼿続についても本ページに掲載しています。）
今般、対象となる休暇取得の期限を延⻑し、令和２年４⽉１⽇から６⽉30⽇までの間に取得した休暇につい
ても⽀援を⾏います。
4⽉以降の休暇に関する助成⾦の⽀給要領等、申請受付開始については４⽉15⽇(⽔)に公表いたしました。

※ 助成⾦及び⽀援⾦の対象者については、４⽉以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象
となります。
※ ４⽉以降分からは、医療的ケアが⽇常的に必要な⼦ども⼜は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化
するリスクの⾼い基礎疾患等を有する⼦どもが対象となることを明記していますが、学校⻑が新型コロナウイ
ルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、３⽉以前分についても対象となります。
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